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申 請 者 

区に申請 

更生相談所 

【申請書類】  

・ 申請書 

・ 医師の意見書（処方箋含む） 

更生相談所で判定や手帳   

で判断する場合は不要 

・ 見積書（神戸市と契約のある業

者に限る） 

※人工内耳（修理）の場合 確認書 

判定依頼書 

（18 歳以上） 

判定書を区へ

送付 

 

補装具費支給決定 

補装具費支給券作成・通知 
【作成書類】  

・決定通知書 

・補装具費支給券（代理請求・

代理受領の委任欄含む） 

申請者に支給券交付(郵送) 

申 請 者 補装具業者 

【補装具業者との契約・作成】 

補装具業者→申請者（利用者）  

・ 重要事項説明 

・ 製品の引渡し 

申請者→補装具業者 

・ 支給券(受領確認済み)の引渡し 

・ 自己負担額の支払い 

区に請求 

【請求書類】  

・ 請求書 

・ 補装具費支給券（代理請求・

代理受領の委任欄含む） 

・ 利用者負担の領収書控え（又

は写し） 

請求書類を区

へ提出 

 

補装具費の支払 

（福祉システム） 

判
定
不
要
又
は 

児
童
補
装
具 

 

更生相談所等で適合検査 



更生相談所 

判定書を区へ

送付 

区で協議 

判定依頼 

（18 歳以上） 

補装具費支給決定 

 

特例補装具費支給事務処理手順 

 

身体障害者・児の障害の現症、生活環境その他真にやむを得ない事情により、 告示に

定められた補装具の種目に該当するものであって、別表に定める名称、形式、基本構造

等によることができない補装具（特例補装具）の購入又は修理に要する費用を支給する

必要が生じた場合の事務の取扱いは次のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申 請 者 

補装具費支給券作成・通知 

申請者に支給券交付 

医療機関等で適合検査 申 請 者 補装具業者 

【申請書類】  

・ 申請書 

・ 医師の意見書（処方箋含む） 

・ 特例補装具費支給協議資料 

（医療機関等での記載が望

ましい） 

・ 見積書 

区に申請 

以 下 、 前 頁 と 同 じ 


